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News Release 
 

 

三重県と地域活性化に関する包括連携協定を締結 
未活用の「場」や「データ」等の地域資源を活用した、官民連携による社会課題

の解決手法を創出 
 

デロイト トーマツ グループ（東京都千代田区、CEO 永田高士）は、三重県（知事 鈴木英敬）と地域活性

化等に関する包括連携協定（以下、本協定）を 2019 年 3 月 7 日付けで締結しました。これは、緊密な相互

連携と協働に取り組むことで、三重県内における地域活性化と県民サービスの向上を図るとともに、地域課

題を解決する新たな官民連携の事例を創出することを目的とするものです。デロイト トーマツ グループが地

方自治体と包括連携協定を締結するのは初めてのことです。 

 

デロイト トーマツ グループは、日本で最大級の総合プロフェッショナルファームであり、国内外の大企業、

ベンチャー企業、行政機関、教育機関等の多様なクライアントを有しています。また、国内約 40 都市に拠点

があり、地域に根差し、地域経済と共に成長・発展してきた組織でもあります。 

デロイト トーマツ グループは、①あらゆる専門分野を網羅した圧倒的な総合力、②全世界 26万人の

ネットワーク、③最新テクノロジーに関する豊富な知見を有しています。これらを集結させること

で、経済社会の変革と未来の創造をリードする「カタリスト（触媒）」として、業界や組織の垣根

を超えた社会課題の解決（コレクティブ・インパクト）に貢献します。多様な主体を地域課題の解

決に巻き込むため、これまで十分に活用されていなかった「場」や「データ」といった地域資源

を、テクノロジーや新たな事業スキームにより有効活用するソーシャルアセット・インキュベーシ

ョンに取り組みます。 

三重県においては、この取組みの第一歩として、多様な企業・大学に開かれた形で、地域課題の解決に

向けた連携を進めていきます。 

 包括連携協定の概要 

本協定の内容は以下のとおりです。 

（１） 官民連携の推進に関すること 

（２） 地域課題解決に向けた取組の推進に関すること 

（３） その他、両者が協議し合意した事項 

 

具体的には、以下の取り組みから着手することを予定しています。 

 三重の食のブランド化及び海外展開 

 予防・健康づくりの推進 

 インバウンド対策 

  

本協定により、有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマ

ツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人及び DT 弁護士法人のプロフェ

ッショナルが三重県の地域活性化に向けた取り組みを行います。 

2019 年 3 月 7 日 

デロイト トーマツ グループ 
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（参考）デロイト トーマツ グループが目指す新たな社会課題解決 

 

デロイト トーマツは、官民がフラットな形で双方のリソースを提供しあい、双方にとって価値のあるビジネス

や事業を創出する新たなモデルの実現に取り組んでいます。 

 

 今後目指すべき官民連携のあり方 

従来、多くの官民連携は、行政が地域や地域の人々と向き合う中で課題を特定し、解決策を考え、行政

の施策の範囲内で民間企業と連携していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

 課題解決の主体は常に行政 

 行政の考える範囲内での連携であり、民間の強みを十分に生かせていない 

 行政からの財源に依存する 

 民間事業者は部分的な関与のため、コミットメントが弱くなる 

 施策がばらばらに行われており、個別最適化してしまう 

 

そこで、課題の特定や解決策の検討の段階から多様な主体が参画することで、民間の知見や資源を最

大限に活用できる仕組みを作り、持続可能な取り組みへとシフトさせます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【目指すべきあり方】 

 民間事業者の強みを生かした事業スキームを構築できるため、従来よりも連携の効果を高

めることができる 

 民間主導、民間資金を活用するスキームの構築により、行政負担を減らすとともに、持続可

能な取り組みへと進化させる 

 地域の課題を多様な視点から検討することで、全体最適を実現する 
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 実現に向けたアプローチ 

上述の官民連携を実現させるためには、民間企業等が課題の特定や解決策の検討の段階から参画す

るためのフックが必要となります。その際に、テクノロジーや新たなスキームの活用により、これまで活用で

きていなかった行政資源を活用可能な形に昇華させること（ソーシャルアセット・インキュベーション）

が有効です。ソーシャルアセット・インキュベーションに取り組むことにより新たな資源を生み出し、官

民がフラットな立場で課題解決につながる事業を創出します。 

 

   行政未活用資源のリソース化（ソーシャルアセット・インキュベーション） 

＊SIB：Social Impact Bond 

＊LABV：Local Asset Backed Vehicle 

＊GIS：Geographic Information System 

 
 

＜報道関係者からの問い合わせ先＞ 

デロイト トーマツ グループ 広報担当 新井、内山 
（デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社） 

Tel: 03-6213-2050 
Email: audit-pr@tohmatsu.co.jp 
 
 デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロイト トーマツ合同

会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、

デロイト トーマツ税理士法人、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最

大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナン

シャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 11,000 名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしていま

す。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するサービスを、さ

まざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化

されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供して

います。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 245,000 名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバー

ファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte 

Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧くださ

い。 

 

 

 
 

 Member of 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

mailto:audit-pr@tohmatsu.co.jp
https://www.deloitte.com/jp
https://www.facebook.com/deloitte?_rdr=p
https://www.linkedin.com/company/deloitte
https://twitter.com/deloitte
https://www.deloitte.com/jp/about

